
第 60号議案

職員 の定年 の引上 げ等 に伴 う関係 条例 の整備 に関す る条例

の制定について

職員の定年の引上げ等 に伴 う関係条例の整備 に関す る条例 を別紙 の とお り制

定す るもの とす る。

令和 4年 8月 29日 提 出

長岡京市長  中小路 健 吾

(提案理由)

地方公務員法の一部を改正する法律 (令和 3年法律第 63号 )が公布 され、

地方公務員の定年が引き上げられること等に伴い、関係条例の規定の整備を

行 うため、条例を制定する必要があるので提案する。



職員の定年の引上げ等に伴 う関係条例の整備に関する条例

(長岡京市職員の再任用に関する条例の廃止 )

第 1条 長岡京市職員の再任用に関する条例 (平成 13年長岡京市条例第 2号)は、廃止

する。

(長岡京市職員給与に関する条例の一部改正 )

第 2条 長岡京市職員給与に関する条例 (昭和 26年長岡京市条例第 11号 )の一部を次

のように改正する。

改正後 改正前

(こ の条例の目的)

第 1条  この条例は、法律又は法律に基づ

く他の条例で別に定めるものを除き、地

方公務員法 (昭和 25年法律第 261号 。

以下 「法」 とい う。 )第 3条第 2項 に規

定する市の一般職に属する職員 (法第 22
条の 2第 1項に規定する会計年度任用職

員を除 く。以下 「職員」 とい う。)の給

与に関する事項並びに単純な労務に雇用

される者の給与の種類及び基準を定める

ことを目的とする。

(給料表)

第3条の2 【略】

2 1と自饉≧乏≧2望≧_4壺塾1三塁【1」整当饉≧2全
の 5第 1項の規定により採用 された職員

(以 下「主生重再生週短時間.勤務壁量上

という。)の給料は、当該定年前再任用

短時間勤務職員に適用 され る給料表の定

年前亘任用短時肛勤務職員の二に掲げる

詮上L′]」量1の iち 、当該定_年前再任用短時

間勤務職員の属する職務の級に応 じた額

1週間当た りの勤務時間を 38時間 45
分 で 除 して 得 た 数

る2_

【削る】

を乗 じて得た額 とす

(こ の条例の目的)

第 1条  この条例は、法律又は法律に基づ

く他の条例で別に定めるものを除き、地

方公務員法 (昭和 25年法律第 261号 。

以下 「法」 とい う。)第 3条第 2項に規

定する市の一般職に属する職員 (法第 22
条の 2第 1項に規定する会計年度任用職

員を除 く。以下 「職員」 とい う。)丞」墜

長岡京市職員の再任用に関する条例 (平

成 13年長岡京市条例第 2号)に規定す

る再任用職員 (以 下「再任用職員」とい

2Lとの給与に関する事項並びに単純な

労務に雇用される者の給与の種類及び基

準を定めることを目的とする。

(給料表 )

第3条の2 【略】

2 法第 28 条 の 4第 1 項の規定に基づい

二塁週 さ墨上三佳星壁量の生型1主_釜畳

表の定めるところによる

3 法第 28 条 の 5第 1項及び第 28条の

」≧笙 2型聖2:立二L基:ゴニニ⊆五日塾量1埜三二

二と二当骸工生並ユ色里二生星理宣壁型虜誓≧



改正後 改正前

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第 4条  【略】

2～ 8 【略】

9 前項までの規定にかかわらず、定年前

三佳星短吐固勤在職員は、昇給 しないも

のとする。

10 【略】

(地域手当)

第 9条の2 【略】

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当

の月額の合計額に 100分の 16を乗じ

て得た額とする。ただし、崖生並 亘廷週

短時間勤務職員については、扶養手当を

除いた額を合計額とする。

3 【略】

(通勤手当)

第 10条  【略】

2 【略】

3 第 1項第 2号に掲げる職員に支給する

通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分

に応じ、支給単位期間につき、それぞれ

次に定める額 ( 定年前再任 短時間勤務

壁量のうち、支給単位期間当たりの通勤

回数を考慮して規則で定める職員にあつ

ては、その額から、その額に規則で定め

る割合を乗 じて得た額を減じた額)と す

る。

(1)～〔〕 【略】

4～ 10 【略】

(時間外勤務手当)

第 13条  【略】

2 【略】

職 の ま る

月額に当該職員の 1週間当たリビ蓼理型立

間を 38時間 45分 で除 して得た数を乗

じて得た」i とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第 4条  【略】

2～ 8 【略】

9 前項までの規定にかかわらず、再任用

職員は、昇給しないものとする。

10 【略】

(地域手当)

第 9条 の2 【略】

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当

の月額の合計額に 100分の 16を乗じ

て得た額とする。ただし、三任用職員に

ついては、扶養手当を除いた額を合計額

とする。

3 【略】

(通勤手当)

第 10条  【略】

2 【略】

3 第 1項第 2号に掲げる職員に支給する

通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分

に応 じ、支給単位期間につき、それぞれ

次に定める額 (再生屋職員の うち、支給

単位期間当た りの通勤回数を考慮 して規

則で定める職員にあつては、その額から、

その額に規則で定める割合を乗 じて得た

額を減 じた額)と する。

(1)～ は0 【略】

4～ 10 【略】

(時間外勤務手当)

第13条  【略】

2 【略】

に



改正後 改正前

3立 生並亘」■星」亘:壁堡[塵堕 ]菫量 が、正規

の勤務時間が割 り振 られた日において、

正規の勤務時間を超 えて した勤務の う

ち、その勤務の時間とその勤務をした日

における正規の勤務時間との合計が 7時

間45分に達するまでの間の勤務に対す

る第 1項の規定の適用については、同項

中 「正規の勤務時間を超えて した次に掲

げる勤務の区分に応 じてそれぞれ 100
分の 125か ら100分 の 150ま での

範囲で規則で定める割合」 とあるのは、

「100分 の 100」 とする。

4～ 8 【略】

(期末手当)

第 15条の 4 【略】

2 期末手当の額は、期末手 当基礎額に

100分 の 120(第 7条の 2第 1項の

規定の適用を受ける職員でその職務の級

が 6級以上であるもの並びにその職務の

複雑、困難及び責任の度等がこれに相当

するもの (第 15条の 7第 2項において

「特定管理職員」 とい う。)に あつては

100分 の 100、 定年並亘:任用短時間

勤務職員にあつては 100分 の 67.5)
を乗 じて得た額に、基準 日以前 6か月以

内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応 じ、当該各号に

定める割合を乗 じて得た額とする。

(1)～ (4)【 略】

3～ 5 【略】

(勤勉手当)

第 15条の 7 【略】

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、

任命権者の定める基準に従つて定める割

合を乗 じて得た額 とする。 この場合にお

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額

の総額は、前項の職員がそれぞれその基

準日現在 (退職 し、又は死亡した職員に

3 再任用職員が、正規の勤務時間が割 り

振 られた日において、正規の勤務時間を

超えてした勤務の うち、その勤務の時間

とその勤務をした日における正規の勤務

時間との合計が 7時間 45分に達するま

での間の勤務に対する第 1項の規定の適

用については、同項中 「正規の勤務時間

を超えて した次に掲げる勤務の区分に応

じてそれぞれ 100分の 125か ら100
分の 150までの範囲で規則で定める割

合」とあるのは、 「100分 の 100」

とする。

4～ 8 【略】

(期 末手当)

第 15条の4 【略】

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に

100分 の 120(第 7条の 2第 1項の

規定の適用を受ける職員でその職務の級

が 6級 以上であるもの並びにその職務の

複雑、困難及び責任の度等がこれに相当

するもの (第 15条の 7第 2項 において

「特定管理職員」とい う。)に あつては

100分 の 100、 :百佳用壁量にあつて

は 100分 の 67.5)を 乗 じて得た額

に、基準 日以前 6か月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応 じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額 とする。

(1)～ (4)【 略】

3～ 5 【略】

(勤勉手当)

第 15条の 7 【略】

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、

任命権者の定める基準に従つて定める割

合を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額

の総額は、前項の職員がそれぞれその基

準日現在 (退職し、又は死亡した職員に



改正後 改正前

あつては、退職 し、又は死亡した 日現在。

次項において同 じ。)において受けるベ

き勤勉手当基礎額の合計額に 100分 の

95(特 定管理職員にあつては 100分
の 115、 定壁 直二 L里二 壁旦勤菫壁員

にあつては 100分 の 45)を 乗 じて得

た額の総額を超えてはならない。

3～ 5 【略】

(特定職員についての適用除外 )

第 19条 第 7条の 2か ら第 9条 まで、第

9条 の 3及 び第 15条の 8の規定は、定

年前再任用短時間勤務職員には適用 しな

附 則

1～ 7【 略】

8 当分 の間 職員の給料月 額 は、当該職

員 が 60 歳に達 した日後における最初の

4 月 1日 (附則第 10項において 「特 定

日 | としヽ う^)以 後 _ 当該 辟 う商用 さ

給 表 の の ち 4

1項の規定による当該職員の する職務

の級 並びに同条第 2項、第 3 、第 5項

及 び第 6 項の規定によ り当該職 員の受け

る号給 に応 じた額 登合料月額に関し別の
だ=人ヒめがある場合は当該給料月額)に 100

の 70を じて た と こ の

合 において、当該額に 50円 未痛読の端数

を生じたときはこれを切 り捨て、 50円
以上 100円 未満の端数を生 じたときは

こ墨 ≧_100円 に切 り上 |ずるものとす

(1) 臨時 的に任用 され る職員その の 法

により 定 めて れ る

及び非常勤堕

(2) 長岡京市職員の定年等に関する条例

あつては、退職 し、又は死亡 した日現在。

次項において同 じ。)に おいて受けるベ

き勤勉手当基礎額の合計額に 100分 の

95(特 定管理職員にあつては 100分
の 115、 ヨ 垂週上 量にあつては 100
分の45)を乗じて得た額の総額を超え

てはならない。

3～ 5 【略】

(特 定職員についての適用除外 )

第 19条 第 7条 の 2か ら第 9条まで、第

9条 の 3及 び第 15条の 8の規定は、再

生互ヨ土員には適用しない。

附 則

1～ 7 【略】

【加える】

【加える】

るL
9_ 前項の規定は、次に掲げる職員には適

星上生墜堕



改正後 改正前

型 艶 聖 菫 量1壁並 勧 蛙 亜 旦

第 9条第 1 項又は 2項の規定により

同条第 1項 に規定する異動」 間 (同項

又は同条第 2項の規定」こよ り延長 され

た期間を含む。)を延長された同条例

第6条 L_坦定する職を占める職員

(3) 長岡京市壁員の定年等に関する条例

'Iヨ

∠:LZi窒二1項又は第21肇1基!董i三 生より

定す る定年 退職 日において前項の規定

左適用されていた職員を除く。 )

10 法第 28条の 2第 1項 に規定す る他

の職への降任 をされた職員であつて、当

該他の職への降任をされた 日 (以 下この

項及び唯則第_12項 において 「異動 日」

とい う。)の前 日か ら引き続 き同一の給

嘘 童星≧塾上錮錘型塑 二生重立旦

ける給料月額 (以 下この項において 「特

定□給粗月額u とい う。)が異動 日の前

日に当該職員が受けていた給料 月額 に

100分 の 70を 乗 じて得た額 (当 該額

に、 50円 未満 の端数 を生 じた ときはこ

を り て 50 上 100
の端数を生 じたときはこれを 100円 に

切 り上げるもの とす る。以下この項にお

し≧玉_墜壁整釜量週笙」__上 し全う」_)1壺主し

生量二2と上 0壁量 玉量型二立⊇登壁量

を 除 く に は 当 の 闇 .特 定 日 イ

`.

附則第 8項の規定により当該職員の受け

る給料月額のほか、基礎給料月額 と特定

日給料月額 との差額に相 当
ヨ ー

9 る 額 を 給 料

として支釜する_Ω

11 前項の規定による給料の額 と当該給

料を支給される職員の受ける給料月額 と

の合計額が第 4条第 1項の規定による当

該職員の属す る職務の級 における最高の

量組2金LLE堕塾」壁≧ヱ鬱盗1三主上L五亘1

【加える】

【加える】

勤務L【 Lヽ る壁旦 (同 会例第2条に規

上二堕避菫壼l二望と量立」二上」型彗塑ヨ壁誼2重



改正前改正後

項の規定の適用については、同項中 「基

董望全型週額と登定□絵畳星望菫」整生とる⊇

|二 _墜豊∠会笙二重2坦
=|二

主登当塁笙壁

量2昼立至壁整⊇型 こ壺旦う量直の量生
の生型:月 額と当該職量の受ける給料月

額」 とす る。

12 塁塁唾ピ:菱立_ユ全二週上当室:こ給料.表 の

適用を受 |する職 員 (附則第 8項の規定の

適用を受ける職 員に限 り、附則第 10項
に規定す る職 員を除 く。)であつて、同

項の規定による給料を支給 される職員と

の権衡上必要があると認 め られ る職員に

は、当分の間、当該職員の受ける給料月

額のほか、規則で定めると二ろにより、

前 2項 の 定に準 じて算出 した額 を給料

として支給す る。

13 附則第 10項又は前項 σ)夫見定による

給料を支 され る職員以外の附則第 8項

の規 定 の 用 を受ける職 員であつて、任

用 の事情を考慮 して当該給料を支給され

る職 員 との権衡上必要が あ る と認 め られ

る職 員には、当分の間、当該職員の受け

る給料 月額のほか、規員|」で定めるところ

により、前 3項の規定に準 じて算出 した

額を給料 として支給する。

14  附貝|」 第 10 項又は前 2項の規定によ

る給料を支給 される_壁員に対する第 15
条の 4第 4項 (第 15条の 7 第 4項にお

いて準用する場合を_全 む。 ) の規定の適

用については、同項生_「給料の月額」 と

あ_る のは、「給料 の月額 と附則第 10項 、

12 は 13 の による

の額 との合計額」 と立 る。

15 附 則 8項か ら前項 までに定 め る も

の の ほ か 、 附則第 8 項 の規 定 よ る 給 料

月額、附則笙_10項の規定による給料そ

の他 附員|」 第 8項か ら前項までの規定の施

行 に関 し必要な事項は、規則で定める。

【加える】

【加ぇる】

【加える】

【加える】



別表第 2の再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。

定年前再

任用短時

間勤務職

貝

給料 月額 給料 月額 給料 月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

255,200 274,600 289,700

別表第 3の再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を 「定年前再任用短時間勤務

職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。

定年前再

任用短時

間勤務職

貝

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

255,200 274,600

別表第 4の再任用職員以外の職員の項中 「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。

定年前再

任用短時

間勤務職

貝

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

262,600 272,800 289,100

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正 )

第 3条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 (昭和 28年長岡京市条例第 3号)の一

部を次のように改正する。

改正後 改正前

(減給の効果 )

第 3条 減給は、その発令の 日に受ける給

料及び これに対す る地域手 当の合計額

(法第 22条の 2第 1項第 1号に掲げる

職員にあつては、報酬 (長 岡京市会計年

度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁

償に関する条例 (令和元年長岡京市条例

第 4号)第 19条から第 22条までに規

定する手当又はこれに相当する報酬を除

く。)の額)の 10分の 1以下を減ずる

ものとする。 この場 合 において、その減

ず る額が現に受ける給料及び これに対す

る地域手当の合計額の 10 分の 1に相当

(減給の効果 )

第 3条 減給は、給料及びこれに対する地

域手当の合計額 (法第 22条の 2第 1項

第 1号に掲げる職員にあつては、報酬 (長

岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅

費及び費用弁償に関する条例 (令和元年

長岡京市条例第 4号)第 19条から第 22
条までに規定する手当又はこれに相当す

る報酬を除く。)の額)の 10分の 1以

下を減ずるものとする。



改正後 改正前

土る」亘塗超えうとき_旦二当壷墾垣≧堕土る

t)の と_す る。

2 【略】 2 【略】

(長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第 4条  長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 (昭 和 42年長岡京市条例

第 8号)の一部を次のように改正する。

(長 岡京市職員の退職手当に関す る条例の一部改正 )

第 5条 長岡京市職員の退職手当に関す る条例 (昭和 50年長岡京市条例第 2号)の一部

を次のように改正す る。

改正後 改正前

(給与の種類 )

第 2条  企業職員 (以 下「職員」とい う。)

で常時勤務を要するもの及び地方公務員

法 (昭和 25年法律第 261号 )笙22.
条の 4第 1 項又は第 22条の 5第 1項の

規定にょ り採用とこた職員 (以 下「立生
前再任用短時間勤務職員」 とい

給与は、給料及び手当とする。

2・ 3 【略】

う。)の

について

の適用除外 )

第 19条の 2 第 5条 から第 7条 まで、第

7条の 3、 第 13条の 2及 び第 16条の

規定は、定年前再生星短時間勤務職員に

は適用 しない。

定年前再任( 用短時間勤務職 員

(給与の種類 )

第 2条  企業職員 (以 下「職員」とい う。 )

で常時勤務 を要す るもの及び地方公務員

法 (昭和25年法律第261号 )笙28.
条の 5第 1項 に規定する短時間勤務の職

を占める職員 (以 下 「再任用職員」 とい

う。)の給与は、給料及び手当とする。

2・ 3 【略】

(再任用壁員 についての適用除外 )

第 19条の 2 第 5条から第 7条 まで、第

7条の 3、 第 13条の 2及 び第 16条の

規定は、並 用壁量 には適用 しない。

改正後 改正前

(適用範囲)

第 2条  この条例の規定による退職手当

は、次の各号に掲げる職員 、常時の うち

勤務 こ月
,

( 長する 要 る もの (以 下「職とを

員」という。)が退職 した場合に、その

者 (死亡による退職の場合には、その遺

族)に支給する。

(1)【 略】

(2)長 岡京市職員給与に関する条例 (昭

(適用範囲)

第 2条  この条例の規定による退職手当

は、次の各号に掲げる職員 (以 下「職員」

という。)が退職 した場合に、その者 (死

亡による退職の場合には二つ遺族)に支

給する。

【略】

長岡京市職員給与に関する条例 (昭

(1)

(2)



改正後 改正前

和 26年長岡京市条例第 11号 )の適

用を受ける者

(3)平成 13年 4月 1日 の前 日に長岡京

市職員 として前号の適用を受け、引き

続いて乙訓消防組合消防職員 として乙

訓消防組合消防職員の給与に関する条

例 (平成 13年乙訓消防組合条例第 25
号)の適用を受ける者

2 職員以外の者の うち、職員について定

められている勤務時間以上勤務 した 日

(法令又は条例若 しくはこれに基づく規

員1上上整 _■、__勤 務_を 要 しないこととされ、

又は休暇を与えられた日を含む。)が 18
日以上ある月が引き続いて 12月 を超え

るに至つたもので、その超えるに至つた

日以後引き続き当該勤務時間により勤務

することとされているものは、職員 とみ

なしてこの条例の規定を適用する。ただ

し、地方公務員法 (昭 和 25年 法律第

261号 )第 22条の 2第 1項第 1号に

掲げる職員については、この限 りでない。

(11年以上 25年未満勤続後の定年退

職等の場合の退職手当の基本額 )

第 4条  11年 以上 25年未満の期間勤続

して退職 した者 (地方公務員法第 28条

Qp壇_1項の規定により退職 した者 (同

2項 の規定により延長 された期限の到来

により退職 した者を含む。)若 しくはこ

れに準ずる他の法令の規定により退職 し

た者、法律の規定に基づく任期を終えて

退職 した者又はその者の非違によること

法笙 28への 7第 1項の期限又は同条第

和 26年長岡京市条例第 11号)の適

用を受ける者 (長 岡京 市 員の再任用

に関す る条例 (平成 13 年長岡京市条

例第 2号)に規定す る再任用職員を除

くュ_)

(3)平成 13年 4月 1日 の前 日に長岡京

市職員 として前号の適用を受け、引き

続いて乙訓消防組合消防職員 として乙

訓消防組合消防職員の給与に関する条

例 (平成 13年乙訓消防組合条例第 25
号)の適用を受ける者 (乙 訓消防組合

消防職員の再任用に関す る条例 (平成

1_5生乙コ|1迫堕組全会里1笙 ■量)_に立

定す る再任用職員を除く。 )

2 職員以外の者の うち、職員について定

め られている勤務時間以上勤務 した 日

(法令又は条例により勤務を要 しないこ

ととされ、又は休暇を与えられた日を含

む。)が 18日 以上ある月が引き続いて

12月 を超えるに至つたもので、その超

えるに至つた日以後引き続き当該勤務時

間により勤務することとされているもの

は、職員 とみな してこの条例の規定を適

用する。ただし、地方公務員法 (昭和 25
年法律第 261号 )第 22条の 2第 1項

第 1号 に掲げる職員については、この限

りでない。

(11年以上 25年未満勤続後の定年退

職等の場合の退職手当の基本額 )

第 4条  11年 以上 25年未満の期間勤続

して退職 した者 (地方公務員法笙28笙
の2笙_1項の規定により退職 した者 (同

2項の規定により延長 された期限の到来

により退職 した者を含む。)若 しくはこ

れに準ずる他の法令の規定により退職 し

た者、法律の規定に基づく任期を終えて

退職 した者又はその者の非違によること

法笙 28塞⊇』 笙二三亘の期限又は同条第



改正後 改正前

なく勧奨を受けて退職 した者であつて任

命権者が市長の承認を得たものに限る。)

又は 25年未満の期間勤続 し、勤務公署

(こ れに準ずるものを含む。以下同 じ。)

の移転により退職 した者であつて任命権

者が市長の承認を得たものに対する退職

手当の基本額は、退職の日におけるその

者の給料月額 (以下 「退職 日給料月額」

という。)に 、その者の勤続期間を次の

各号に区分 して、当該各号に掲げる割合

を乗 じて得た額の合計額 とする。

{1)～ (3)【 略】

2 【略】

(整理退職等の場合の退職手当の基本

額)

第 5条 職制若 しくは定数の改廃若 しくは

予算の減少により廃職若 しくは過員を生

ずることにより退職 した者であつて任命

権者が市長の承認を得たもの、公務上の

傷病又は死亡により退職 した者又は 25
年以上勤務 して退職 した者 (地方公務員

法笙 28条の■ 第 1項の規定により退職

した者 (同法 28 1項の期限の 7

又は同条第 2項の規定により延長 された

期限の到来により退職 した者を含む。 )

若 しくはこれに準ずる他の法令の規定に

より退職 した者、法律の規定に基づく任

期を終えて退職 した者又はその者の非違

によることなく勧奨を受けて退職 した者

若 しくは勤務公署の移転により退職 した

者であつて任命権者が市長の承認を得た

ものに限る。)に対する退職手当の基本

額は、退職 日給料月額に、その者の勤続

期間を次の各号に区分 して、当該各号に

掲げる割合を乗 じて得た額の合計額 とす

る。

(1)～ (4)【 略】

2 【略】

なく勧奨を受けて退職 した者であつて任

命権者が市長の承認を得たものに限る。)

又は 25年未満の期間勤続 し、勤務公署

(こ れに準ずるものを含む。以下同じ。)

の移転により退職 した者であつて任命権

者が市長の承認を得たものに対する退職

手当の基本額は、退職の 日におけるその

者の給料月額 (以 下 「退職 日給料月額」

とい う。)に 、その者の勤続期間を次の

各号に区分 して、当該各号に掲げる割合

を乗 じて得た額の合計額 とする。

(1)～ (3)【 略】

2 【略】

(整 理退職等の場合の退職手当の基本

額 )

第 5条 職制若 しくは定数の改廃若 しくは

予算の減少により廃職若 しくは過員を生

ずることにより退職 した者であつて任命

権者が市長の承認を得たもの、公務上の

傷病又は死亡により退職 した者又は 25
年以上勤務 して退職 した者 (地方公務員

法第 28条 の 2 第 1項 の規定によ り退職

した者 (同 法第 28条の 3 第 1項の期限

又は同条第 2項 の規定により延長された

期限の到来により退職 した者を含む。 )

若 しくはこれに準ずる他の法令の規定に

より退職 した者、法律の規定に基づく任

期を終えて退職 した者又はその者の非違

によることなく勧奨を受けて退職 した者

若 しくは勤務公署の移転により退職 した

者であつて任命権者が市長の承認を得た

ものに限る。)に対する退職手当の基本

額は、退職 日給料月額に、その者の勤続

期間を次の各号に区分 して、当該各号に

掲げる割合を乗 じて得た額の合計額 とす

る。

(1)～ (4)【 略】

【略】
，

一



改正後 改正前

(定年前早期退職者に対す る退職手当の

基本額に係 る特例 )

第 5条 の 3 第 5条 第 1項 に規 定す る者

(25年以上勤続 し、法律の規定に基づ

く任期を終えて退職 した者 を除 く。)の
うち、定年 に達す る 日か ら 6月 前 まで

に退職 した者 で あつ て、その勤続期 間

が 25年 以上であ り、かつ、その年齢が

退職の 日において定められているその者

に係 る定年か ら ニュ生 を減 じた年齢以上

であるものに対す る同項及び前条第 1項

の規定の適用については、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄 に掲げる宇句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字旬に

読み替えるもの とす る。

【表省略】

(失業者の退職手当)

第 13条 勤続期間 12月 以上 (特定退職者

(雇 用保険法 (昭和 49年法律第 116
号)第 23条第 2項 に規定する特定受給

資格者に相当するものとして市長が別に

定めるものをい う。以下この条において

同じ。)に あつては、 6月 以上)で退職

した職員 (第 5項又は第 7項の規定に該

当する者を除 く。)であつて、第 1号に

掲げる額が第 2号に掲げる額に満たない

ものが、当該退職 した職員を雇用保険法

第 15条 第 1項 に規定す る受給資格者

と、当該退職 した職員の基準勤続期間の

年月数を同法第 22条第 3項に規定する

算定基礎期間の年月数 と、当該退職の日

を同法第 20条第 1項第 1号に規定する

離職の日と、特定退職者を同法第 23条
第 2項 に規定する特定受給資格者 とみな

して同法第 20条第 1項 を適用 した場合

における同項各号に掲げる受給資格者の

区分に応 じ、当該各号に定める期間 (当

該期間内に妊娠、出産、育児その他市長

(定年前早期退職者に対する退職手当の

基本額に係る特例 )

第 5条 の 3 第 5条 第 1項 に規定する者

(25年以上勤続 し、法律の規定に基づ

く任期を終えて退職 した者を除く。)の
うち、定年に達す る日か ら 6月 前まで

に退職 した者であつて、その勤続期間

が 25年以上であ り、かつ、その年齢が

退職の日において定められているその者

に係 る定年から 10年を減 じた年齢以上

であるものに対する同項及び前条第 1項

の規定の適用については、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。

【表省略】

(失業者の退職手当)

第 13条 勤続期間 12月 以上 (特定退職者

(雇用保険法 (昭和 49年法律第 116
号)第 23条第 2項 に規定する特定受給

資格者に相当するものとして市長が別に

定めるものをい う。以下この条において

同じ。)に あつては、 6月 以上)で退職

した職員 (1lL方 公_務 員法第 28条 の 2第

1項 の規 定 に よ り退職 し、又 は同法第

2_8_生 23_2堤雄」こょ_り _勤_重 し上蚤墾

職 そ の退職 の 日の翌 々 日以後 に同法し

第 28条の 4第 1項の規定により採用 さ

れた者であつたもの及びこれに準ずる者

二塁正三⊇全二董し≦ _二亘丘星壁旦笠」

とい う。 )並びに第 5項又は第 7項の規

定に該当す る者 を除 く。)で あつて、第

1号に掲げる額が第 2号に掲げる額に満

たないものが、当該退職 した職員 を雇用

保険法第 15条第 1項に規定す る受給資

格者 と、当該退職 した職員の基準勤続期

間の年月数を同法第 22条第 3項に規定

す る算定基礎期間の年月数 と、当該退職



改正後 改正前

が別に定める理由により引き続き30日

以上職業に就 くことができない者が、市

長にその旨を申し出た場合には、当該理

由により職業に就 くことができない日数

を加算するものとし、その加算された期

間が 4年を超えるときは、 4年 とする。

第 3項において 「支給期間」 とい う。 )

内に失業 している場合において、第 1号

に規定する一般の退職手当等の額を第 2

号に規定する基本手当の 日額で除 して得

た数 (1未満の端数があるときは、これ

を切 り捨てる。)に等 しい日数 (以 下「待

期 日数」とい う。)を超えて失業 してい

るときは、第 1号 に規定する一般の退職

手当等のほか、その超える部分の失業の

日につき第 2号に規定する基本手当の日

額に相当する金額を退職手当として、同

法の規定による基本手当の支給の条件に

従い支給する。ただし、同号に規定する

所定給付 日数から待期 日数を減 じた日数

分を超えては支給 しない。

(1)。 (2)【 略】

【略】

勤続期間 12月 以上 (特 定退職者にあ

つては、 6月 以上)で退職 した職員 (第

6項又は第 8項の規定に該当する者を除

く。)が支給期間内に失業 している場合

において、退職 した者が一般の退職手当

等の支給を受けないときは、その失業の

日につき第 1項第 2号の規定の例により

その者につき雇用保険法の規定を適用 し

た場合にその者が支給を受けることがで

2

3

の 日を同法第 20条 第 1項第 1号 に規

定する離職の 日と、特定退職者を同法第

23条 第 2項 に規定す る特定受給資格

者 とみなして同法第 20条第 1項 を適用

した場合における同項各号に掲げる受給

資格者の区分に応 じ、当該各号に定める

期間 (当 該期間内に妊娠、出産、育児そ

の他市長が別に定める理由により引き続

き30日 以上職業に就 くことができない

者が、市長にその旨を申し出た場合には、

当該理由により職業に就 くことができな

い日数を加算するものとし、その加算さ

れた期間が 4年を超えるときは、 4年 と

する。第 3項において 「支給期間」とい

う。)内 に失業 している場合において、

第 1号に規定する一般の退職手当等の額

を第 2号に規定する基本手当の日額で除

して得た数 (1未満の端数があるときは、

これを切 り捨てる。)に等 しい日数 (以

下 「待期 日数」とい う。)を超えて失業

しているときは、第 1号 に規定する一般

の退職手当等のほか、その超える部分の

失業の 日につき第 2号に規定する基本手

当の日額に相当する金額を退職手当とし

て、同法の規定による基本手当の支給の

条件に従い支給する。ただ し、同号に規

定する所定給付 日数から待期 日数を減 じ

た日数分を超えては支給 しない。

(1)・ (2)【 略】

2 【略】

3 勤続期間 12月 以上 (特定退職者にあ

つては、 6月 以上)で退職 した職員 (再

任用壁坦 笠及び第 6項又は第 8項の規定

に該当する者を除く。)が支給期間内に

失業 している場合において、退職 した者

が一般の退職手当等の支給を受けないと

きは、その失業の日につき第 1項第 2号

の規定の例によりその者につき雇用保険

法の規定を適用 した場合にその者が支給
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きる基本手当の 日額に相当する金額を、

退職手当として、同法の規定による基本

手当の支給の条件に従い支給する。ただ

し、第 1項第 2号の規定の例によりその

者につき雇用保険法の規定を適用 した場

合におけるその者に係る所定給付 日数に

相当する日数分を超えては支給 しない。

4 【略】

5 勤続期間 6月 以上で退職 した職員 (第

7項 の規定に該当する者を除く。)であ

つて、その者を雇用保険法第 4条第 1項

に規定する被保険者 とみなしたならば同

法第 37条 の 2第 1項 に規定する高年齢

被保険者に該当するものの うち、第 1号

に掲げる額が第 2号 に掲げる額に満たな

いものが退職の 日後失業 している場合に

は、一般の退職手当等のほか、第 2号に

掲げる額から第 1号 に掲げる額を減 じた

額に相当する金額を、退職手当として、

同法の規定による高年齢求職者給付金の

支給の条件に従い支給する。

(1)。 (2)【 略〕

6 勤続期間 6月 以上で退職 した職員 (第

8項の規定に該当する者を除 く。)であ

つて、その者を雇用保険法第 4条第 1項

に規定する被保険者 とみなしたならば、

同法第 37条の 2第 1項に規定する高年

齢被保険者に該当するものが退職の日後

失業 している場合において、退職 した者

が一般の退職手当等の支給を受けないと

きは、前項第 2号の規定の例によりその

者につき同法の規定を適用 した場合にそ

の者が支給を受けることができる高年齢

求職者給付金の額に相当する金額を、退

職手当として、同法の規定による高年齢

求職者給付金の支給の条件に従い支給す

を受けることができる基本手当の 日額に

相当する金額を、退職手当として、同法

の規定による基本手当の支給の条件に従

い支給する。ただ し、第 1項第 2号の規

定の例によりその者につき雇用保険法の

規定を適用 した場合におけるその者に係

る所定給付 日数に相当する日数分を超え

ては支給 しない。

4 【略】

5 勤続期間6月 以上で退職 した職員 (再

生1旦壁員等及び第 7項 の規定に該当する

者を除く。)であつて、その者を雇用保

険法第 4条第 1項に規定する被保険者 と

みな したならば同法第 37条の 2第 1項

に規定する高年齢被保険者に該当するも

のの うち、第 1号に掲げる額が第 2号に

掲げる額に満たないものが退職の日後失

業 している場合には、一般の退職手当等

のほか、第 2号に掲げる額から第 1号に

掲げる額を減 じた額に相当する金額を、

退職手当として、同法の規定による高年

齢求職者給付金の支給の条件に従い支給

する。

(1)。 (2)【 略】

6 勤続期間 6月 以上で退職 した職員 (再

任用職員等及び第 8項の規定に該当する

者を除く。)であつて、その者を雇用保

険法第 4条第 1項に規定する被保険者 と

みなしたならば、同法第 37条 の 2第 1

項に規定する高年齢被保険者に該当する

ものが退職の 日後失業 している場合にお

いて、退職 した者が一般の退職手当等の

支給を受けないときは、前項第 2号の規

定の例によりその者につき同法の規定を

適用 した場合にその者が支給を受けるこ

とができる高年齢求職者給付金の額に相

当する金額を、退職手当として、同法の

規定による高年齢求職者給付金の支給の
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る。

7 勤続期間 6月 以上で退職 した職員であ

つて、雇用保険法第 4条第 1項に規定す

る被保険者 とみな したならば同法第 38
条第 1項に規定する短期雇用特例被保険

者に該当するものの うち、第 1号に掲げ

る額が第 2号に掲げる額に満たないもの

が退職の日後失業 している場合には、一

般の退職手当等のほか、第 2号に掲げる

額から第 1号に掲げる額を減 じた額に相

当する金額を、退職手当として、同法の

規定による特例一時金の支給の条件に従

い支給する。

(1)・ (2)【 略】

8 勤続期間 6月 以上で退職 した職員であ

つて、雇用保険法第 4条第 1項に規定す

る被保険者とみな したならば同法第 38
条第 1項に規定する短期雇用特例被保険

者に該当するものが退職の 日後失業 して

いる場合において、退職 した者が一般の

退職手当等の支給を受けないときは、前

項第 2号の規定の例によりその者につき

同法の規定を適用 した場合にその者が支

給を受けることができる特例一時金の額

に相当する金額を、退職手当として、同

法の規定による特例一時金の支給の条件

に従い支給する。

9～ 17 【略】

(退職後禁こ以上の刑に処せ られた場合

等の退職手当の支給制限)

第 22条  退職をした者に対 しまだ当該退

職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れていない場合において、次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該退職に係

る退職手当管理機関は、当該退職をした

者 (第 1号又は第 2号に該当する場合に

条件に従い支給する。

7 勤続期間6月 以上で退職 した職員三二

任用職員等を除く。)であつて、雇用保

険法第 4条第 1項 に規定する被保険者 と

みなしたならば同法第 38条第 1項に規

定する短期雇用特例被保険者に該当する

ものの うち、第 1号に掲げる額が第 2号

に掲げる額に満たないものが退職の日後

失業 している場合には、一般の退職手当

等のほか、第 2号に掲げる額から第 1号

に掲げる額を減 じた額に相 当す る金額

を、退職手当として、同法の規定による

特例一時金の支給の条件 に従い支給す

る。

(1)。 (2)【 略】

8 勤続期間 6月 以上で退職 した職員ヨ三

任用壁旦菫:を_除 くュ_)であつて、雇用保

険法第 4条第 1項 に規定する被保険者 と

みなしたならば同法第 38条第 1項に規

定する短期雇用特例被保険者に該当する

ものが退職の日後失業 している場合にお

いて、退職 した者が一般の退職手当等の

支給を受けないときは、前項第 2号の規

定の例によりその者につき同法の規定を

適用 した場合にその者が支給を受けるこ

とができる特例一時金の額に相当する金

額を、退職手当として、同法の規定によ

る特例一時金の支給の条件に従い支給す

る。

9～ 17 【略】

(退職後禁こ以上の刑に処せ られた場合

等の退職手当の支給制限)

第 22条 退職をした者に対 しまだ当該退

職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れていない場合において、次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該退職に係

る退職手当管理機関は、当該退職をした

者 (第 1号又は第 2号に該当する場合に



改正後 改正前

おいて、当該退職をした者が死亡したと

きは、当該一般の退職手当等の額の支払

を受ける権利を承継 した者)に対 し、第

20条第 1項に規定する事情及び同項各

号に規定する退職をした場合の一般の退

職手当等の額との権衡を勘案 して、当該

一般の退職手当等の全部又は一部を支給

しないこととする処分を行 うことができ

る。

(1)【略】

(2)当 該退職をした者が当該一般の退職

手当等の額の算定の基礎 となる職員 と

しての引き続いた在職期間中の行為に

関 し地方公務員法第 29条第 3項の規

定による懲戒免職処分 (以 下 「定年前

再任星短時間勤務職員に対する免職処

分」とい う。)を受けたときc

(3)当 該退職手当管理機関が、当該退職

をした者 (定年前再任用短時間勤務職

旦に対する免職処分の対象となる者を

除く。)に ついて、当該退職後に当該

一般の退職手当等の額の算定の基礎 と

なる職員 としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職等処分を受けるべき行為

をしたと認めたとき。

2～ 6【 略】

(退職をした者の退職手当の返納)

第 23条  退職をした者に対 し当該退職に

係 る一般の退職手当等の額が支払われた

後において、次の各号のいずれかに該当

するときは、当該退職に係る退職手当管

理機関は、当該退職をした者に対 し、第

20条第 1項 に規定する事情のほか、当

該退職 を した者 の生計の状況を勘案 し

て、当該一般の退職手当等の額 (当 該退

職をした者が当該一般の退職手当等の支

給を受けていなければ第 13条第 3項 、

第 6項又は第 8項の規定による退職手当

おいて、当該退職をした者が死亡 したと

きは、当該一般の退職手当等の額の支払

を受ける権利を承継 した者)に対 し、第

20条第 1項に規定する事情及び同項各

号に規定する退職をした場合の一般の退

職手当等の額 との権衡を勘案 して、当該

一般の退職手当等の全部又は一部を支給

しないこととする処分を行 うことができ

る。

(1)【 略】

(2)当 該退職をした者が当該一般の退職

手当等の額の算定の基礎 となる職員と

しての引き続いた在職期間中の行為に

関し地方公務員法第 29条第 3項の規

定による懲戒免職処分 (以 下「亘」L里

職員に対する免職処分」という。)を

受けたとき。

(3)当 該退職手当管理機関が、当該退職

をした者 (再任用職員に対する免職処

分の対象 となる者を除く。)について、

当該退職後に当該一般の退職手当等の

額の算定の基礎 となる職員 としての引

き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為を した と認 めた と

き。

2～ 6 【略】

(退職をした者の退職手当の返納 )

第 23条 退職をした者に対 し当該退職に

係る一般の退職手当等の額が支払われた

後において、次の各号のいずれかに該当

するときは、当該退職に係る退職手当管

理機関は、当該退職をした者に対 し、第

20条第 1項に規定する事情のほか、当

該退職 を した者の生計の状況を勘案 し

て、当該一般の退職手当等の額 (当 該退

職をした者が当該一般の退職手当等の支

給を受けていなければ第 13条第 3項、

第 6項又は第 8項の規定による退職手当
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の支給を受けることができた者 (次 条及

び第 25条において 「失業手当受給可能

者」とい う。)であつた場合には、これ

らの規定により算出される金額 (次条及

び第 25条 において「失業者退職手当額」

とい う。)を除く。)の全部又は一部の

返納を命ずる処分を行 うことができる。

(1)【略〕

(2)当該退職をした者が当該一般の退職

手当等の額の算定の基礎 となる職員と

しての引き続いた在職期間中の行為に

する免職処分を受けたとき。

(3)当該退職手当管理機関が、当該退職

を した者 ( 定年前再任 用短時間勤務職

員に対する免職処分の対象となる職員

を除く。)に ついて、当該一般の退職

手当等の額の算定の基礎 となる職員と

しての引き続いた在職期間中に懲戒免

職等処分を受けるべき行為を したと認

めたとき。

2～ 6 【略】

(退職手当受給者の相続人からの退職手

当相当額の納付 )

第 25条  【略】

2～ 4 【略】

5 退職手当の受給者が、当該退職の日か

ら6月 以内に当該退職に係る一般の退職

手当等の額の算定の基礎 となる職員 とし

ての引き続いた在職期間中の行為に関 し
‐
却ヒ年 目I」 再 任 用短時間勤務職 員 に対す る免

職処分を受けた場合において、第 23条
第 1項の規定による処分を受 けることな

く死亡 した ときは、当該退職に係 る退職

手当管理機関は、当該退職手当の受給者

の死亡の 日か ら 6月 以内に限 り、当該退

職手当の受給者の相続人に対 し、当該退

関 し定年前再任用短時間勤務職員に対

職をした者が当該行為に関 し定年前再色

の支給を受けることができた者 (次条及

び第 25条において 「失業手当受給可能

者」 とい う。)であつた場合には、これ

らの規定により算出される金額 (次条及

び第 25条において「失業者退職手当額」

という。)を除く。)の全部又は一部の

返納を命ずる処分を行 うことができる。

(1)【 略】

(2)当 該退職をした者が当該一般の退職

手当等の額の算定の基礎 となる職員と

しての引き続いた在職期間中の行為に

けたとき。

(3)当 該退職手当管理機関が、当該退職

をした者 (再任用職員に対する免職処

分の対象 となる職員を除 く。)につい

て、当該一般の退職手当等の額の算定

の基礎 となる職員としての引き続いた

在職期間中に懲戒免職等処分を受ける

べき行為をしたと認めたとき。

2～ 6 【略】

(退職手当受給者の相続人からの退職手

当相当額の納付 )

第 25条  【略】

2～ 4 【略】

5 退職手当の受給者が、当該退職の日か

ら6月 以内に当該退職に係 る一般の退職

手当等の額の算定の基礎 となる職員 とし

ての引き続いた在職期間中の行為に関 し

亘旦:』國菫員に対する免職処分を受けた場

合において、第 23条第 1項の規定によ

る処分を受けることな く死亡 した とき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、

当該退職手当の受給者の死亡の 日から6

月以内に限 り、当該退職手当の受給者の

相続人に対 し、当該退職をした者が当該

対する免職処分

関 し再任用職員に対す る免職処分を受

行為に関 し再任用職員 に
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用星壁園堂狙 量に対する免職処分を受

けたことを理由として、当該一般の退職

手当等の額 (当 該退職をした者が失業手

当受給可能者であつた場合には、失業者

退職手当額を除く。)の全部又は一部に

相当する額の納付を命ずる処分を行 うこ

とができる。

6～ 8 【略】

附 則

(長期勤続者等に対する退職手当に係る

特例 )

第 8条  適用 日に在職する職員の うち、適

用 日以後に新条例第 3条から第 5条 まで

又は附則第 12条若 しくは第 13条の規

定に該当する退職をし、かつ、その勤続

期間が 35年以下である者に対する退職

手当の基本額は、当分の間、新条例第 3

条から第 5条 の 3ま で及び附則第 12条
か壁笙 19条 までの規定により計算した

額にそれぞれ 100分の83.7を 乗じて

得た額とする。

2 適用 日に在職する職員の うち、適用 日

以後に新条例第 3条 第 1項 の規定に該

当する退職をし、かつ、その勤続期間が

36年 以上 42年 以下である者に対す

る退職手当の基本額は、当分の間、同項

又は新条例第 5条 の 22至堕旦l第 14条
の規定によ り計算 した額に前項に定める

割合を乗 じて得た額 とする。

3 適用 日に在職す る職員の うち、適用 日

以後に新条例第 5条又は附則重 13条 の

規定に該 当す る退職 を し、かつ、その勤

続期間が 35年 を超 える者に対す る退職

手当の基本額は、当分の間、その者の勤

続期間を 35年 として、附則第 8条第 1

項の規定の例によ り計算 して得 られる額

とす る。

第 9条  当分の間、 35年以下の期間勤続

を受けたことを理由として、当該一般の

退職手当等の額 (当 該退職をした者が失

業手当受給可能者であつた場合には、失

業者退職手当額を除く。)の全部又は一

部に相当する額の納付を命ずる処分を行

うことができる。

6～ 8 【略】

附 則

(長期勤続者等に対する退職手当に係る

特例)

第 8条 適用 日に在職する職員の うち、適

用 日以後に新条例第 3条 から第 5条 まで

の規定に該当する退職をし、かつ、その

勤続期間が 35年以下である者に対する

退職手当の基本額は、当分の間、新条例

第 3条 から第 5条 の 3ま での規定により

計算した額にそれぞれ 100分の83.7
を乗じて得た額とする。

2 適用 日に在職する職員の うち、適用 日

以後に新条例第 3条 第 1項の規定に該

当する退職をし、かつ、その勤続期間が

36年 以上 42年 以下である者に対す

る退職手当の基本額は、当分の間、同項

又は新条例第 5条 の 2の規定により計算

した額に前項に定める割合を乗 じて得た

額 とする。

3 適用 日に在職する職員の うち、適用 日

以後に新条例第 5条の規定に該当する退

職をし、かつ、その勤続期間が 35年を

超える者に対する退職手当の基本額は、

当分の間、その者の勤続期間を35年 と

して、附則第 8条第 1項の規定の例によ

り計算 して得られる額 とする。

第 9条  当分の間、 35年以下の期間勤続
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して退職 した者 (附則第 8条第 1項の規

定に該当する者を除く。)に対する退職

手当の基本額は、第 3条から第 5条の 3

まで及び堕旦」五 12条から笙⊥ュ主主エ

の規定により計算 した額にそれぞれ 100
分の83.7を 乗 じて得た額とする。この

場合において、第 7条 の 5第 1項中 「前

条」とあるのは、 「前条並びに附則第 9

条第 1項」とする。

当分の間、 36年以上 42年以下の期

間勤続 して退職 した者 (附則第 8条第 2

項の規定に該当する者を除く。)で第 3

条第 1項の規定に該当する退職をしたも

のに対する退職手当の基本額は、同項又

は第 5条 の 2及 び附則第 1∠ 釜の規定に

より計算 した額に前項に定める割合を乗

じて得た額 とする。

当分の間、 35年 を超える期間勤続 し

て退職 した者 (附則第 8条 第 3項の規定

に該当する者を除 く。)で第 5条又 |ユ 附

2

3

則第 13 条 の規定に該 当す る退職 を した

ものに対する退職手当の基本額は、その

者の動続期間を35年 として附則第 9条

第 1項の規定の例により計算 して得られ

る額とする。

4・ 5  【[各 】

第 11条 【略】

(定年の引上
`

ずに伴 う退職手当の基本額

に係 る特例 )

第 12条
は 、  11

当分 の間、第 4条第 1項の規定

以 上 25年 未満 の期 間勤続 し

た者であつて 60歳 に達 した 日以後 そ

の者の非違によることな く退職 した者

(定年 の定 めのない職 を退職 した者及び

同項又は同条笙2項の規定二該当する者

を除 く。)に対する退職手当の基本額に

ついて準 する。この場合における第 3

条の規定の適用については、同条第 _上頂

して退職 した者 (附則第 8条第 1項の規

定に該当する者を除 く。)に対する退職

手当の基本額は、第 3条 から第 5条 の 3

までの規定により計算 した額にそれぞれ

100分 の 83.7を 乗 じて得た額とす

る。 この場合において、第 7条 の 5第 1

項中 「前条」とあるのは、 「前条並びに

附則第 9条 第 1項」とする。

2 当分の間、 36年 以上 42年以下の期

間勤続 して退職 した者 (附則第 8条第 2

項の規定に該当する者を除く。)で第 3

条第 1項の規定に該当する退職をしたも

のに対する退職手当の基本額は、同項又

は第 5条 の 2の規定により計算 した額に

前項に定める割合 を乗 じて得た額 とす

る。

3 当分の間、 35年を超える期間勤続 し

て退職 した者 (附則第 8条第 3項の規定

に該当する者を除 く。)で第 5条の規定

に該当する退職をしたものに対する退職

手当の基本額は、その者の勤続期間を35
年 として附則第 9条第 1項の規定の例に

より計算 して得 られる額 とする。

4・ 5

第 11条

【略】

【略】

【加える】
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中 「又は第 5 条 とあるのは、 「、第 5

条又は附則第 12_条 上_と する。

第 13条 当分の間、第 51釜第11項の規定

は、 25年以上の期間勤続 した者であつ

て、 60歳 に達 した 日以後その者の非違

による となく退 職 した者 (定年の定め

のない を し た び 同 は
多К.
イて

第 2項の規定に該当する者を除く。)に

対する退職手当の基本額について準用す

る。 この場合における第 3条 の規定の適

用 については 1 「 は 5

条 とあるのは 「 5 は

13条」 とする。

(定年の引上げに伴 う笹例造置による給

料月額の改定 )

第 14条 長岡京市職員給与に関す る条例

二土旦上笙重型咀≦笙塗董主型三墓L過亜甕誼2釜土上旦笙

の改定は、給料月額の減額改定に該当し

ないものとする。

(定年の引上げに伴 う定年前早期退職者

に対する退職手当の基本額に係る特例 )

第 15条 当分の間、 25年 以上勤続 し、

生の童の左違璧主」うこと生生塾生産二重」ナ

て退職 した者であつて任命権者が市長の

丞認を得たものに対する第 5条の 3及 び

第 7 条 の 3の 規定の適用については、第

5全⊇旦の童墜墾⊇墨分宝_」 宣生L崖立
る 日 とあるのは 「60 る 日

と、第 5条 の 3の 表第 5条 第 1項の項、

笙墜 L」の2ヨ三ニヨ瑳塾 量の項及てが笙二企

22_笙_1三笙2_量 の理並墾二笙ヱ墾の■
の 表 7条 の 7 の 2 1 の項

及び第 7条 の 2第 2 号 の項 中 「退職 の 日

にお いて定 め られているその者に係る定

全lと 運壁の旦笙≧11● 量の童の生萱2とご2

差 l 相 当 す る年数 1年 につ き」 とあるの

1主 「
_6⊇ 歳と退壁の旦」こ主 11ぅ こ2童の

との年 齢 差に相 当す る年数 1年につき」

【加える】

【加える】

【加える】
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とする1と

第 16条 当分の間、 25 年以上勤続 し、

その者の非違によることなく勧奨を受け

て退職 した者であつて任命権者が市長の

承認 を得たもの (退職の日において定め

られているその者に係 る定年が 60歳 を

超 える者に限る。 ) (市長が別に定める

者を除く。)に対する第 5条 の 3及 び第

7条の 3の規
‐
パtニ の適 用については、第 5

条の 3の表以外の部分中 「6月 」 とある

の は 、
「零月」 とす る。

第 17条 当分の間、第 5 条第 1項 に規定

す る =′  ′
徊  ヽ25年 以 上 勤 続 し 律の規定

に基 づ く任 期 を終 えて退職 した者 を除

く。 ) L量する第 5条の 3の規定の適用

については、同条の表以外の部分中 「退

職の 日において定め られているその者 に

堡∠定生査ら15年を」とあるのは 「6

0歳 か ら 10年 を」 とす る。

笙上旦生 当分の間、職制若 しくは定数の

改廃若 しくは予算の減少Iよ り廃職若 し

くは過員を生ずること_に 上り退職 した者

であつて 命権者が市長の承認 を得た も

の又は公務上の傷病若 しくは死亡により

した ときにおける第 5 条の 3 び第 7条

の 3の規定の適用については、第 5条 の

3の表第 5条第 1項の項、第 5条 の 2第

1項第 1 号の項及び第 5 条の 2第 1項第

2号の 項 並びに第 7 条の 3の表第 7条 の

項 、第 7 条の 2第 1号 の項及び第 7条 の

2第 2号の項中 「100分 の 2」 とある

のは、 「60歳 と退職の 日におけるその

者の年齢 との差 に相 当す る 年 数 に 100

分の 2を乗 じて得た割合 を退職の 日にお

いて定められているその者に係 る定年 と

の月 におけるその者の年 との差 に退職

年 で除 して た △ とする

【加える】

【加える】

【加える】

退』ヨヒL4`L童2塑≦昼理二童立う」日前に退職

相 当す る
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笙_里塗 当分 の間、職制若 しくは定数の

改廃 若 しくは予算の減少により廃職若 し

くは過員を生ずることにより退職 した者

であつて任命権者が立長の承認を得たも

の又は公務上の傷病若 しくは死亡により

退職 した者が 60 歳に達 した 日以後に退

職 した ときにおける第 5条の 3及 び第 7

条の 3の規定の適用については、第 5条

の 3の表 5条第 1項の項、 5条 の 2

第 1項第 1号の項及び第 5条の 2第 1項

第 2号の項並びに第 7 条の 3の表第 7条

の項 第 7 夕、
フヽの 2第 1号の項及び第 7条

の 2第 2号の項中 「100分 の 2」 とあ

るのは、 「100分 の 2 を退職の 日にお

いて定め られているその者に係る定年 と

退職の 日におけるその者の年齢 との差に

相当する年数で除 して得た割合」とする。

【加える】

(長岡京市職員の定年等に関する条例の一部改正 )

第 6条  長岡京市職員の定年等に関する条例 (昭和 58年長岡京市条例第 36号 )の一部

を次のように改正する。

Ｌ
ヽ

改正後 改正前

目次

第 1章

第 2章

第 3章

総則 (第 1条 )

定 年 制 度 ( 第 2 条―第 5条 )

管理監督壁勤務上限年齢制 (第

6条―第 11 条 )

第 4章 定年前再任用短時間勤務制 (第

12釜・第 13条 )

第 5章

附則

雑則 (第 14条 )

笙⊥皇 総型

(趣 旨)

第 1条  この条例は、地方公務員法 (昭 和

25年法律第261号⊆2生二 LL上_と _墜

L_主_■2_2墾笙≧堕 ユ_ヨ■壺整 三二_

第 22条の 5第 1項 =第 2聾 条の 2、 第

【加える】

【加える】

(趣 旨)

第 1条  この条例は、地方公務員法 (昭和

25年法律第 261号 )第 28 条の 2_第

1項及び第 2項並びに第 28条の 3の規

定に基づ き、職員の定年等に関 し必要な
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28全ρ15、__第 2_3条の 6第 1項から第

3項 まで並びに第 28条の 7の規定に基

づき、職員の定年等に関 し必要な事項を

定めるものとする。

第 2章  定年制度

第 2条  【略】

(定年 )

第 3条  職員の定年は、年齢 65年 とする。

(定年による退職の特例 )

第 4条 任命権者は、定年に達 した職員が

第 2条 の規定により退職すべきこととな

る場合において、次に掲げる事由がある

と認めるときは、同条の規定にかかわら

ず、当該職員に係 る定年退職 日の翌 日か

ら起算 して 1年 を超えない範囲内で期限

を定め、当該職員を当該定年退職 日にお

いて従事 してい る 職務 に従事 させ るた

め燕 勤務 させることができる。

ただし、第 9条 の規定により異動期間 (同

条第 1項に規定す る異動期間をい う。以

下この項及び次項に主上 て`同 じ。)(同
条 の規定によ り延 長 された異 動 期 を含

む。)を 長 した職員二あつて、定年退

職 日において管理監督職 (第 6 条に規定
」 ―

, る職 をい う。以下この条及び第 3章 に

おいて同 じ。)を 占めている職員につい

ては、第 9 条の規定により、当該異動期

務 させ ることについて市長の承認 を得た

ときに限るものとし、当該期 は、当該

螢員が占めている管理監督職に係 る異動

間の末 日の 日 か して 3 を

きることができない

(1)当該職務が高度の知識、技能又は経

験を必要とするものであるため、当fZ
職員の退職 によ り生 じる欠 を に

盛立上0ことが二室ゴ公務の運営に著
しい支障が生じること。

事項を定めるもの とす る。

【加える】

第 2条  【略】

(定年 )

第 3条 職員の定年は、年齢 6__Q年 とする。

(定年による退職の特例 )

第 4条 任命権者は、定年に達 した職員が

第 2条 の規定により退職すべきこととな

る場合において、次の各号のいずれかに

該 当す ると認めるときは、そ_の 職員 |二係

る定年退職日の翌日から起算して1年を

超えない範囲内で期限を定め、その職旦

を_当亥職務に従事させるため引と位いて
_

勤務 させることができる。

(1)当 該職務が高度の知識、技能又は経

験を必要とするものであるため、そ≦Z2

職員の退職により公務の運営に著しい

支障が生ず るとき

閲塗型塁 l夏型2全二埜2二=旦 |き 続き勤
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職 により生 じる 員を容易に補充

することができず公務の運営に著 しい

支障が生 じ.る こと。

(3)当 該職務を担当する者の交替が当該

業務の遂行上重大な障害 となる特別の

事情があるため、当該職員の退職によ

り公務の運営に著 しい支障が生 じるこ

と。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の

規定により延長 された期限が到来する場

合において、前項各号に掲げる事由が引

き続 きあると認 めるときは、市長の承認

を得て、これ らの期限の翌 日から起算 し

て 1年 を超えない範囲内で期限を延長す

ることができる。ただ し、当該期限は、

当該職員に係 る定年退職 日 (同項ただ し

書に規定する職員にあつては、当該職員

′型宣」⊇ていう管理監督職に係る異動期間

の末 日)の翌 日から起算 して 3年を超え

ることができない。

3 任命権者は、第 1項の規定により職員

を引き続き勤務 させる場合又は前項の規

(2)当 該職務に係る勤務環境その他の勤

務条件に特殊性があるため、窯

の

定によ り期限を延長す る場合には、当該

職員の同意 を得なければな らない。

4 任命権者は、_第 1項の規_定により引き

続き勤務することとされた職員及び第 2

項の規定によ り期限が延長 された職員に

ついて、第 1項の期限又は第 2項 の規定

により延長 された期限が到来する前に笙

1項各号に掲げる事由がなくなつたと認

めるときは、当該職員の同意を得て、期

日を定めて当立 塑_阻堕 医型_」二二 る_1と2と
する。

5 【略】

第5条  【略】

笙■_皇 宣菫監型壁塾整ユエ壁豊壺包

の退職による欠員を容易に補充するこ

とが二童上 1｀ と二 。

(2)当 該職務に係る勤務環境その他の勤

務条件に特殊性があるため、そ_2職旦

(3)当 該職務を担当する者の交替がその

生:整iの遂行上重大な障害 となる特別の

事情があるため、その里 員の退職によ

り公務の運営に著 しい支障が生ずると

き。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の

規定により延長された期限が到来する場

合において、前項の事由が引き続き存す

る と認めるときは、市長の承認を得て、

1年 を超えない範囲内で期限を延長する

ことができる。ただし、そ_`塑塁眠は、そ_

の職員に係る定年退職 日の翌日から起算

して 3年 を超えることができない。

任命権者は、第 1項の規定により職員

を引き続いて勤務 させる場合又は前項の

規定により期限を延長する場合には、当

該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第 1項の期限又は第 2項

の規定により延長された期限が到来する

前に生 1些塑塾 墜二 塁 巫 二主2生 と認

めるときは、当該職員の同意を得て、期

日を定めてその期限を繰 り上げて退職さ

せることができ る

5 【略】

第 5条 【略】

【加える】

3
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(壇翌 監督壁勤務上限年齢制の対象とな

る宣理監彊□螢)

第 6条 法笙_28条の2菫Ll項に規定する

条例ダ定める職は、長岡京市職員給与に

る条 昭 26

11号 )第 7 条の 2に規定する管理職手

当を支給される職量の職とする。

(管 理監督職 務上限年齢 )

第 7条 法第 28 条の 2 1項 に規定す る

管理監督職勤務上限年齢は、年齢 60年
とする。

(他 の職への降任 を行 うに当たつて遵守

すべき基準)

笙旦生 任命権 は、法第 28条の 2第 1

項に規定す る他の職への降任 (以下この

章において 「他の職への降任」という。)

を行 うに当たつては、法第 13条、第 15
条 第 23 条の 3、 第 27 条 1項及び

第 56条に定めるもののほか、次に掲げ

る基準を遵守 しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果、勤務の

状況、職務経験等に基づき、降任 を し

ようとする職の属する職制 の段階の

標準的な職に係 る法第 15条の 2第 1

及 び 当該 任をしようとする職につい

ての適性 を有す ると認 め られ る職 に、

降任をすること

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した

上 で、管理監督職以外の職又は管理監

督職 勤務 上限年齢 が 当該職 の年齢 を

位 の職制上の段階に属する職に、降任

Ω 当該職 の他の職への降 をする

際 、 時 に、 当該 員が 占めていた管

理監督職が属する職制上の段階 よ り上

位の職申」上の段階に属す る 理監督職

菫笙 5号に規定す0標準職務遂行能力

超えう宣理監督壁⊇立ち_工きる限り上

を上ることに



レ
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を占める職員 (以 下この号において「上

位職職員」 とい う。)の他の職への降

任 もする場合には、やむを得ないと認

仝 2主とL型星」含巨生亜塾全_=L上里皿旦∠≧墜

した が
ヨ ー

ツ 上 の

じ職制上の段階又は当該職制上の段階

より下位の職制上の段階に属す る職

二、_隆任生土う こ_上 。

(管理監督職勤務上限年 齢による降任 及

び管理監督職への任用の制限の特例 )

第 9条 任命権者二、他の職への隆任をす

`主

遭壺饉監萱生産_占」2ゑ壁勲三二壼≦主_

次に掲げる事由があると認めるときは、

当該職員だ当め_る 萱理監督職に係る異動

勤務上限年齢に達 した日の翌 日か ら同 日

以後における最初の 4月 1日 までの間 を

いう。以下この章にお いて同 じ。 )の末

日の翌 日から起算 して 1年 を超えない期

内 当 内に定 退職 日がある

にあつては 当該 動 の末 日の

旦_コ Lヽ=生型壁]曇 壁主玉の塑園を_堕う_と
で当該異動期間を延長 し、引き続 き当該

管理監督職を占める職員に、当該管理監

督職を占めたまま勤務をさせることがで

き_る (

(1)当該職務が高度の知識、技能又は経

験を必要 とするものであるため、当該

職員の他の職への降任によ り生 じる欠

容 に ことがで 公

の運営に著しい支障が生Lる ことp

(2) 当該職務 に係 る勤務環境 そ の他 の勤

の他の職への降任 によ り生 じる欠 員 を

営に著 しい支_障 が生 じること。

Ω 塁 壁五と担当二重 2埜 攀
業務の遂行上重大な障 害 となる特 男I」 の

期固.C当 該管理監督職!こ 墨う萱理監督職

五劉包菫整壁堕曇五上ユ_当骸里旦

笙菱二重工」■乙とこ_と2=[⊆主土笙髪2運



改正後 改正前

事情があるため、当該職員の他の職ヘ

の降任により公務の運営に著 しい支障

が生_じ ること_
2 任命権者は、前項 は この項の規定に

された期間を含む )が延長 された管理

監督職を占める職員について、前項各号

に掲げる事由が引き続 きあると認 めると

きは、延長 された当該異動期間の末日の

(当 該期 内に定年退職 日がある職員に

あつては、延長 された当該異動期間の末

■の翌_日 から定年退職 日までの期間をい

う。)で 長 された当該異動期間を更に

ことができる ただ し、更に

量さころ当該異動期間の末日は、当該職

員 が占める管理監督職 に係 る 動期間の

茎_日 の翌日から起算 して 3 年 を超 えるこ

とがで ない。

(異動期 の延長等に係 る職 の同意 )

笙_型盗 任命権 は、前条の規 により

異動期間を延長する場合には、あらか じ

め職 の同意を得なければならなLL

(異動」間の延長事 由が消滅 した場合の

措置)

笙_璽盗 任命権 は、第 9条 の 定によ

り異動期間を延量上_た 場合におい二、当

該異動期 の末 日の到来前に当該異動期

間の延長 の事 由が消滅 したときは、他の

職 への 任 をする_もつ とする。

第 4章 定年前 再任 用短時間勤務制

(定年前再任用短時間勤務職 の任用 )

笠里 盗 任命権 は、年齢 60年に達 し

た 日以後 に退職 (堕壁的に任用 され る職

員その他の法律」こよ り任期 を定めて任用

される職員及び非常勤職員が退職する場
△

を除 く。 )を した者 (以 下この条及び

次 条 にお いて 「年齢 60年以上退職者」

【加える】

よ_り 墨塾期麗三二れらの規症」ことり_延量

翌旦上」璽 皇_L_エユニ生埜」旦え_生 L整幽間ぬ



改正後 改正前

という。)を 、従 の勤務実績その他の

規則で定める情報に基づ く選考により、

短時間勤務の職 (当 該職 を占める職員の

1週間 当た りの通常の勤務時間が、常時

勤務を要する職でその職務が当該短時間

勤務の職 と同種の職を占める職員の 1週

間である職 をい う。以下二の条及び次条

において同 じ。)に採用す ることができ

る。ただ し、年齢 60年以上退職者がそ

の者を採用 しようとする短時間勤務の職

に係る定年退職 日相当日 (短時間勤務の

職を占める職員が、常時勤務を要する職

でその職務が当該短時間勤務の職 と同種

の職 を占めているもの とした場合におけ

る定年退職 日をい う )を経過 した者で

あるときは、この限 りでない。

第 13条 任命権者は、前条本文の規定に

よるほか、別に定める組合の年齢 60年
以上退職者を、従前の勤務実績その他の

規則で定める情報に基づく選考により、

短時間勤務の職 に採用す ることができ

る。

2 前項の場合においては、前条ただ し書

の規定を準用す る。

第 5章 雑則

(雑則 )

第 14条  この条例の実施に関 し必要な事

項 |まェ規則で定める⊆

附 則

2 【略】

【定缶に関する経過措置)

1

3 全コ唾生菫旦 1旦 上L仝ml■生二月

31日 までの間 にお ける第 3条 の規定の

適]」こ2墜工墜二迭⊇塞の左担1■墨1墜

期間の区分に応 じ、同条中 「65年」 と

あるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字

【加える】

附  則

1・ 2 【略】

:加 える】

間_当 上型の通宣の勤菫墜贅聾三比L笙い菫:

句 と_す るに



改正後 改正前

全和_5年 4月 1日 から令和 7

生 Q』 31日 まで

6_1生

令和 7年 4月 1日 か

年 3月 31日 まで

ら令和 9 62年

月 1日 か ら令和 1

1年 3月 31日 まで

/ゝ
和 9年 4 63年

年 4月 1日 か ら令和

13 31日 まで3

6fpr r 64年

4_生全菫髪ユニ_当全の間、臓量 (臨時的

期を定め玉」壬用される職員及び

齢 60年に達す る日の属

さ五 た職員 (異動等によ り

ととなつた職員 (以 下こ

された日から同日の属する

とす.る 性

務の意思の確認 )

非常勤職

にお いて同 じ。 )員を除 く。以下 この項

る年度の

二墜≦:」情報の提前年度 (以 下 この項 に

うべき年昼∫〉確認を行供 及 び勤務 の意

度」 とい 提供及び勤務の

員でなか

供及び勤務の意つた者で、当該情報の提

日後に採用思の確認を行 うべき年度の末

提供及情報の

き年度の末

日を経過するこ

とい う。)職

員が採用

年度の末 日ま

にあつては、当での期 間、末 日経過職 員

年度 (当 該動等の 日が属する

登_日 以後に当該職員が多齢 60年に達す

る措置の適用 され る任用及び給与に関す

するもの内容その他の必要な情報 を提供

同』_の 翌 日以後におけとするとと■ ,,
t〉 トー、

めるものつ

に任用 される職員その他の法律により任

慮 職の 年 し

の 日であ 合 は 当が

(情報の提供及び

が 年

う。)(情 報の

を行 うべき年度に意思の確認

び勤務の 思の確認を行 うベ

において 「末 日経過の 項 員 |

あつては、当該を除 く。)|

該職員の

))において こ対月|! 当該

る勤務の意思を確認す るよ

【加える】

(長岡京市職員の育児休業等に関する条例の一部改正 )



第 7条 長岡京市職員の育児休業等に関する条例 (平成 4年長岡京市条例第 3号)の一部

を次のように改正する。

，
ヽ

改正後 改正前

(育児休業をすることができない職員)

第 2条  育児休業法第 2条第 1項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員 とする。

(1)【 略】

(2)長岡京市職員の定年等に関する条例

(昭 和 58年長岡京市条例第 36号 )

第 4条の規定により引き続いて勤務し

ている職員

【加える】

Q 【略】

(部分体業を請求す ることができない職

員 )

第 10条  育児休業法第 19条第 1項の条

例で定める職員は、次に掲げる職員 とす

る。

(1)【 略】

(2)勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務

時間を考慮 して規則で定める非常勤職

員以外の非常勤職員 (地方公務員法第

の 5第 1項に規定する短時間勤

務の職を占める職員 (以 下「再任用短

時間勤務壁量等」という。)を除く。)

(部分体業の承認 )

第 11条 部分休業 (育児休業法第 19条

第 1項に規定する部分休業をい う。以下

同じ。)の承認は、長岡京市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例 (平成 6年長

岡京市条例第 25号。以下 「勤務時間条

例」とい う。)第 8条第 1項に規定する

正規の勤務時間 (非 常勤職員 (亘廷用短

時間旦塑國塾塾豊を除く。以下この条にお

28条

(育児休業をすることができない職員 )

第 2条 育児休業法第 2条第 1項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員 とする。

(1)【 略】

(2)長岡京市職員の定年等に関する条例

(昭和 58年長岡京市条例第 36号 )

又は第 2項の規定により

引き続いて勤務 している職員

Q量 皿塾劃畦塾笙菫型窒塞菫ヱ全皿

(4)【略 号の繰下げ 1

(部分体業を請求することができない職

員)

第 10条 育児休業法第 19条第 1項の条

例で定める職員は、次に掲げる職員 とす

る。

(1)【 略】

(2)勤務 日の日数及び勤務 日ごとの勤務

時間を考慮 して規則で定める非常勤職

員以外の非常勤職員 (地方公務員法第

務の職を占める職員 (以下 「二年前再

任用短壁閲勤務職旦」 とい う。)を除

く。 )

(部分体業の承認 )

第 11条 部分休業 (育児休業法第 19条

第 1項に規定する部分休業をいう。以下

同じ。)の承認は、長岡京市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例 (平成 6年長

岡京市条例第 25号。以下 「勤務時間条

例」とい う。)第 8条第 1項に規定する

正規の勤務時間 (非 常勤職員 (定年前再

廷I塗亘生園望z錮鰹員を除く。以下この条

規定により延長 され た期間を含む。 )

を延長 された管理

第 4条第二項

第 9条 の規定によ り異動期

1

(同条の

督職を占める職員

22条 の 4 に規定す る短時間勤



改正後 改正前

において同じ。)に あっては、当該非常

勤職員について定められた勤務時間)の
始め又は終わりにおいて、 15分 を単位

として行 うものとする。

2・ 3 【略】

いて同じ。)に あっては、当該非常勤職

員について定められた勤務時間)の始め

又は終わりにおいて、 15分を単位とし

て行 うものとする。

2・ 3 【略】

(長岡京市職員の難務時間、休暇等に関する条例の一部改正 )

第 8条  長岡京市職員の勤務時間、体暇等に関する条例 (平成 6年長岡京市条例第 25号 )

の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(1週 間の勤務時間)

第 2条  【略】

2 地方公務員法第 22条の 4第 1.項又比

菫壁壁塾」とい う。)の勤務時間は、前項

の規定にかかわらず、休憩時間を除き、

4週 間を超えない期間につき 1週間当た

り15時間 30分から31時間までの範

囲内で任命権者が定める。

3 【略】

(週休 日及び勤務時間の割振 り)

第 3条  日曜 日及び土曜 日は、週休 日 (勤

務時間を割 り振 らない日をい う。以下同

じ。)と する。ただし、任命権者は、定

これ らの 日に加 えて、月曜 日か ら金曜 日

までの 5日 間において、週休 日を設 ける

ことができる。

任命権者は、月曜 日か ら金曜 日までの

5日 間において、 1日 につ き 7時間 45
分の勤務時間を割 り振 るもの とす る。 た

いては、 1週間ごとの期間について、 1
日につき 7時間 45分 を超えない範囲内

で勤務時間を割 り振るものとする。

任命権者は、試験研究に関する業務に

従事する職員で規則で定めるものについ

2

3

れた職員 (以 下 「定年前再任用短時間勤

によ り採用 さ1項の規定第 22 条の 5第

については、務職員年前再任用短時間勤

職 に つだ し、 年 前 短 時

(1週間の勤務時間)

第 2条  【略】

2 地方公務員法第 2旦 条の.5第 二垣に規

下 「三二用職員」とい う。)の勤務時間

は、前項の規定にかかわらず、休憩時間

を除き、 4週間を超えない期間につき 1

週間当た り15時間 30分から31時間

までの範囲内で任命権者が定める。

3 【略】

(週休 日及び勤務時間の割振 り)

第 3条  日曜 日及び土曜 日は、週休 日 (勤

務時間を割 り振らない日をい う。以下同

じ。)と する。ただ し、任命権者は、再

任星職旦 については、これ らの日に加え

て、月曜 日から金曜 日の 5日 間において、

週休 日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜 日か ら金曜 日までの

5日 間において、 1日 につき 7時 間 45
分の勤務時間を割 り振 るもの とする。た

だし、ヨニ圧皿量については、1週間ご
との期間について、1日 につき7時間45
分を超えない範囲内で勤務時間を割 り振

るものとする。

3 任命権者は、試験研究に関する業務に

従事する職員で規則で定めるものについ

る_邑員 (以
=立

登短時間勤務の職を占め



、
ヽ

改正後 改正前

て、始業及び終業の時刻について職員の

申告を考慮 して当該職員の勤務時間を割

り振ることが公務の能率の向上に資する

と認める場合には、前項の規定にかかわ

らず、規則の定めるところにより、職員

の申告を経て、 4週間ごとの期間につき

1週間当た りの勤務時間が 38時間 45
分 (宣空三重三 1二星ヨニ壁f萱1動登 ]≧量にあっ

ては、前条第 2項の規定に基づき定める

時間)と なるように当該職員の勤務時間

を割 り振ることができる。

第 4条  【略】

2 任命権者は、前項の規定により週休 日

及び勤務時間の割振 りを定める場合に

は、規則の定めるところにより、 4週間

ごとの期間につき 8日 (定年前再任用短

時間勤務職員にあつては、 8日 以上)の

週休 日を設 けなければならない。ただ し、

職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要

により、4週 間ごとの期間につき 8日 (定

年前再任用短時間勤務職員にあつては

8日 以上)の週休 日を設けることが困難

である職員について、市長 と協議 して、

規則の定めるところにより、 4週間を超

えない期間につき 1週間当た り1日 以上

の割合で週休 日を設ける場合には、この

限 りでない。

(年 次有給休暇 )

第 12条 年次有給休暇は、 1の年ごとに

おける体暇 とし、その 日数は、 1の年に

おいて、次の各号に掲げる職員の区分に

応 じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1)次 号及び第 3号に掲げる職員以外の

職員 20日 (主生並亘任用短生園勤

登職員にあつては、その者の勤務時間

等を考慮 し規則で定める日数)

(2)・ (3)【 略】

2・ 3 【略】

て、始業及び終業の時刻について職員の

申告を考慮 して当該職員の勤務時間を割

り振ることが公務の能率の向上に資する

と認める場合には、前項の規定にかかわ

らず、規則の定めるところにより、職員

の申告を経て、 4週間ごとの期間につき

1週 間当た りの勤務時間が 38時間45
分 (亘■』田L量にあっては、前条第 2項

の規定に基づき定める時間)と なるよう

に当該職員の勤務時間を割 り振ることが

できる。

第 4条  【略】

2 任命権者は、前項の規定により週休 日

及び勤務時間の割振 りを定める場合に

は、規則の定めるところにより、 4週間

ごとの期間につき 8日 (亘」』日L員にあ

っては、 8日 以上)の週休 日を設けなけ

ればならない。ただ し、職務の特殊性又

は当該公署の特殊の必要により、 4週 間

ごとの期間につき 8日 鯉塾1型壁量 にあ

っては、 8日 以上)の週休 日を設けるこ

とが困難である職員について、市長 と協

議 して、規則の定めるところにより、 4

週間を超えない期間につき 1週間当たり

1日 以上の割合で週休 日を設ける場合に

は、この限 りでない。

(年次有給休暇 )

第 12条 年次有給休暇は、 1の年ごとに

おける休暇 とし、その 日数は、 1の年に

おいて、次の各号に掲げる職員の区分に

応 じて、当該各号に掲げる日数 とする。

(1)次 号及び第 3号に掲げる職員以外の

職員 20日 鯉型型型L員にあつては、

その者の勤務時間等を考慮 し規則で定

める日数)

(2)。 (3)  【略】

2・ 3 【略】



(長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正 )

第 9条 長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 (平成 14年長岡京市条例

第 4号 )の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(職員の派遣 )

第 2条  【略】

2 法第 2条第 1項 に規定する条例で定め

る職員は、次に掲げる職員 とする。

(1)1略】

(2)臨 時的に任用 される職員その他の法

律により任期を定めて任用 される職員

0・ 望  【略 号の繰下げ】

3 【略】

(法第 10条第 1項に規定する条例で定
める職員)

第 11条 法第 10条第 1項に規定する条

例で定める職員は、次に掲げる職員 とす

る。

(1)【略】

(2)臨時的に任用される職員その他の法

律により任期を定めて任用される職員

2延』曇望宣L」互理監督職を占める職員

Ω 【略 号の繰下げ】

定により採は第 22条の 5 第 1項 の規

年前再任用短星塾_れた職員 (以 下 「定

く。 )とい う。)を除時 間 勤務職員」

同条のに よ り異 動 期 間 (

む。 )規 を

める職員監督職を占された管理

条 の

む。 )を

4第 1項又員法第 22条の

る条例年等に関す長岡京市職員の定

を 除

する条例定多等に関長岡京立職員の

(地方公

第 9 の規 定

定によ り延長 された期間

を延

前 再 任 用 短(定 年 時 間勤務職

第 9条の規定により異動期間 (

規定 | よ り延 長 され た期 間

(5)

皿

(3)・ 0 【略】

く二 )

(3)。 (4)   【冊各】

(職員の派遣)

第 2条  【略】

2 法第 2条第 1項に規定する条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。

(1)【 略 l

(2)臨時的に任用される職員その他の法

律により任期を定めて任用される職員

上り採用される職員を除

口・Ω  【略】

3【 略】

(法第 10条第 1項 に規定する条例で定

める職員)

第 11条 法第 10条第 1項に規定する条

例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。

(1)【 略】

(2)臨時的に任用 される職員その他の法

律により任期を定めて任用 される職員

第 2号。以(平成 13 年長岡京市条例

)の規定にという。下 「再任用条例」

く。 )

く。 )

する条例
F
つて

される定 に よ り採 用(再任 用 条例 の規

岡京市職員の再任用 に

職員 を

Q 【略】

(3)・ (4)  :略】

【加える】

(3)。 (4)【略】

【加える】



と

(長岡京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正 )

第 10条 長岡京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 (平成 17年長岡京市条

例第 23号 )の一部を次のように改正する。

(長岡京市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 )

第 11条 長岡京市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 (平成 29年長岡京市条例

第 2号)の一部を次のように改正する。

附 則

(施行期 日)

第 1条  この条例は、今和 5年 4月 1日 (以 下 「施行 日」 とい う。)か ら施行す る。ただ

し、附則第 12条 の規定は、公布の 日か ら施行す る。

(定義 )

第 2条  この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各号に定める

ところによる。

11)令和 3年改正法 地方公務員法の一部 を改正す る法律 (令和 3年法律第 63号 )を

改正後 改正前

(任命権者の報告事項 )

第 3条 前条の規定により任命権者が報告

しなければならない事項は、職員 (臨 時

的に任用された職員及び非常勤職員 (法

第 22条の 2第 1項第 2号に掲げる職員

及び法第 22条の 4第 1項に規定する短

時間勤務の職を占める職員を除 く。)を

除く。以下同 じ。)に係る次に掲げる事

項とする。

(1)～ u」  I略】

(任命権者の報告事項 )

第 3条  前条の規定により任命権者が報告

しなければならない事項は、職員 (臨時

的に任用された職員及び非常勤職員 (法

第 22条の 2第 1項第 2号に掲げる職員

及び法第 28条の 5第 1項に規定する短

時間勤務の職を占める職員を除く。)を

除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事

項とする。

(1)～ 0」  【略】

改正後 改正前

(常勤任期付職員の給与条例の適用除外

等)

第 9条  常勤任期付職員に対する給与条例

第 4条第 9項の規定の適用については、

同項中 「定年前再任用短時間勤務職員」

とあるのは、 「定年前重:任用短墜圃勤務

壁旦及び長岡京市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例 (平成 29年長岡京

市条例第 2号 )第 3条の規定により任期

を定めて採用された職員」 とする。

(常勤任期付職員の給与条例の適用除外

等)

第 9条  常勤任期付職員に対する給与条例

第 4条第 9項の規定の適用については、

壁 E』童L員及び長岡京市一般職の任期付職

員の採用等に関する条例 (平成 29年長

岡京市条例第 2号 )第 3条 の規定により

任期を定めて採用された職員」とする。

同項中「亘丘用職員」 とあるのは、 「再



いう。

(2)新地方公務員法 令和 3年改正法による改正後の地方公務員法 (昭和 25年法律第

261号 )をい う。

(3)1日 定年条例 第 6条の規定による改正前の長岡京市職員の定年等に関する条例を

い う。

(4)新定年条例 第 6条 の規定による改正後の長岡京市職員の定年等に関する条例を

いう。

(5)1日 定年条例定年  1日 定年条例第 3条 に規定する定年をい う。

16)新定年条例定年 新定年条例第 3条 に規定する定年をい う。

(7)短時間勤務の職 新定年条例第 12条に規定する短時間勤務の職をい う。

(8)暫 定再任用職員 附則第 4条第 1項若 しくは第 2項、第 5条 第 1項若 しくは第 2項、

第 6条第 1項若 しくは第 2項又は第 7条 第 1項若 しくは第 2項の規定により採用 さ

れた職員をいう。

(9)暫定再任用短時間勤務職員 附則第 6条第 1項若 しくは第 2項又は第 7条 第 1項

若 しくは第 2項の規定により採用 された職員をいう。

10 定年前再任用短時間勤務職員 新定年条例第 12条 又は第 13条 第 1項 の規定に

より採用された職員をいう (附則第 16条から第 18条 までを除 く。)。

〔」 年齢 65年到達年度の末 日 年齢 65年に達する日以後における最初の 3月 31
日をいう。

(勤務延長に関する経過措置 )

第 3条 任命権者は、基準 日 (施行 日、令和 7年 4月 1日 、令和 9年 4月 1日 、令和 11
年 4月 1日 及び令和 13年 4月 1日 をいう。以下この条において同じ。)か ら基準 日の

翌年の 3月 31日 までの間、基準 日における新定年条例定年が、基準 日の前 日における

新定年条例定年 (基準 日が施行 日である場合には、施行 日の前 日における旧定年条例定

年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職

に、基準 日から基準 日の翌年の 3月 31日 までの間に新定年条例第 4条第 1項若 しくは

第 2項の規定又は令和 3年改正法附則第 3条第 5項 の規定により勤務 している職員の

うち、基準日の前 日において同日における当該職に係る新定年条例定年 (基準日が施行

日である場合には、施行 日の前 日における旧定年条例定年)に達 している職員を、昇任

し、降任 し、又は転任することができない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置 )

第 4条 任命権者は、次に掲げる者の うち、年齢 65年到達年度の末 日までの間にある者

であって、当該者を採用 しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年 (施行

日以後に新たに設置 された職及び施行 日以後に組織の変更等により名称が変更された

職にあっては、当該職が施行 日の前 日に設置 されていたものとした場合における旧定年
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条例定年に準 じた当該職に係 る年齢をいう。次条第 1項において同 じ。)に達 している

ものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超えな

い範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1)施行 日前に旧定年条例第 2条の規定により退職 した者

(2)25年 以上勤続 して施行 日前に退職 した者 (前号に掲げる者を除く。)で あって、

当該退職の日の翌日から起算 して 5年 を経過する日までの間にあるもの

(3)25年以上勤続 して施行 日前に退職 した者 (前 2号に掲げる者を除く。)であって、

当該退職の日の翌 日から起算 して 5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任

用 (令和 3年改正法による改正前の地方公務員法第 28条の 5第 1項又は第 28条の

6第 2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用 (こ の項若 しくは次項、

次条第 1項若 しくは第 2項、附則第 6条第 1項若 しくは第 2項又は附則第 7条第 1項

若 しくは第 2項の規定により採用することをいう。次項第 6号において同じ。)を さ

れたことがあるもの

2 令和 14年 3月 31日 までの間、任命権者は、次に掲げる者の うち、年齢 65年到達

年度の末 日までの間にある者であって、当該者を採用 しようとする常時勤務を要する職

に係る新定年条例定年に達 しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報

に基づく選考により、 1年 を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に

採用することができる。

(1)施行 日以後に新定年条例第 2条 の規定により退職 した者

(2)施 行 日以後に新定年条例第 4条第 1項 又は第 2項 の規定により勤務 した後退職

した者

(3)施行 日以後に新定年条例第 12条の規定により採用された者の うち、新地方公務員

法第 22条の 4第 3項に規定する任期が満了したことにより退職 した者

(4)施行 日以後に新定年条例第 13条第 1項の規定により採用された者の うち、新地方

公務員法第 22条 の 5第 3項において準用する第 22条の 4第 3項 に規定する任期

が満了したことにより退職 した者

(5)25年以上勤続 して施行 日以後に退職 した者 (前各号に掲げる者を除く。)であっ

て、当該退職の 日の翌 日から起算 して 5年を経過する日までの間にあるもの

(6)25年以上勤続 して施行 日以後に退職 した者 (前各号に掲げる者を除く。)であっ

て、当該退職の日の翌 日から起算 して 5年を経過する日までの間に、暫定再任用をさ

れたことがあるもの

3 前 2項の規定により定められた任期又はこの項の規定により更新された任期は、 1年

を超えない範囲内で更新することができる。ただ し、当該任期の末 日は、前 2項の規定

により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢 65年到達年度の

末日以前でなければならない。



4 暫定再任用職員の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直

前の任期における勤務実績が良好である場合に行 うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用

職員の同意を得なければならない。

第 5条 任命権者は、前条第 1項の規定によるほか、別に定める組合 (以 下 「組合」とい

う。)に おける同項各号に掲げる者の うち、年齢 65年到達年度の末 日までの間にある

者であって、当該者を採用 しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年に達

しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づ く選考により、 1年
を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

2 令和 14年 3月 31日 までの間、任命権者は、前条第 2項 の規定によるほか、組合に

おける同項各号に掲げる者の うち、年齢 65年到達年度の末 日までの間にある者であっ

て、当該者を採用 しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達 している

ものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年 を超えな

い範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

3 前 2項の場合においては、前条第 3項から第 5項 までの規定を準用する。

第 6条 任命権者は、新地方公務員法第 22条の 4第 4項の規定にかかわらず、附則第 4

条第 1項各号に掲げる者の うち、年齢 65年到達年度の末 日までの間にある者であって、

当該者を採用 しようとする短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢 (短時間勤務

の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職 と同種の職

を占めているものとした場合における旧定年条例定年 (施行 日以後に新たに設置された

短時間勤務の職及び施行 日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の

職にあっては、当該職が施行 日の前 日に設置されていたものとした場合において、当該

職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職 と同種の職を占めているも

のとしたときにおける旧定年条例定年に準 じた当該職に係 る年齢)をい う。次条第 1項

において同 じ。)に 達 しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基

づく選考により、 1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用する

ことができる。

2 令和 14年 3月 31日 までの間、任命権者は、新地方公務員法第 22条の 4第 4項の

規定にかかわらず、附則第 4条第 2項各号に掲げる者の うち、年齢 65年到達年度の末

日までの間にある者であつて、当該者を採用 しようとする短時間勤務の職に係る新定年

条例定年相当年齢 (短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が

当該短時間勤務の職 と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年

をい う。次条第 2項及び附則第 11条において同じ。)に達 しているもの (新定年条例

第 12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を 、従

前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年 を超えない範囲内で
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任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前 2項 の場合においては、附則第 4条第 3項から第 5項までの規定を準用する。

第 7条 任命権者は、前条第 1項の規定によるほか、新地方公務員法第 22条の 5第 3項

において準用する新地方公務員法第 22条の 4第 4項の規定にかかわらず、組合におけ

る附則第 4条第 1項各号に掲げる者の うち、年齢 65年到達年度の末 日までの間にある

者であって、当該者を採用 しようとする短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢

に達 しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づ く選考により、

1年 を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和 14年 3月 31日 までの間、任命権者は、前条第 2項の規定によるほか、新地方

公務員法第 22条 の 5第 3項 において準用する新地方公務員法第 22条 の 4第 4項 の

規定にかかわらず、組合における附則第 4条第 2項各号に掲げる者の うち、年齢 65年

到達年度の末 日までの間にある者であって、当該者を採用 しようとする短時間勤務の職

に係る新定年条例定年相当年齢に達 しているもの (新定年条例第 13条第 1項の規定に

より当該短時間勤務の職に採用することができる者を除 く。)を 、従前の勤務実績その

他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年 を超えない範囲内で任期を定め、当該

短時間勤務の職に採用することができる。

3 前 2項の場合においては、附則第 4条第 3項から第 5項までの規定を準用する。

(令和 3年改正法附則第 8条第 3項 の条例で定める職及び年齢 )

第 8条  令和 3年改正法附則第 8条 第 3項 の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1)施行 日以後に新たに設置された職

(2)施行 日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和 3年改正法附則第 8条第 3項 の条例で定める年齢は、前項各号に掲げる職が施行

日の前 日に設置 されていたものとした場合における旧定年条例定年に準 じた当該職に

係る年齢 とする。

(令和 3年改正法附則第 8条第 4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法

第 22条 の 4第 4項の条例で定める職及び年齢 )

第 9条 令和 3年改正法附則第 4条、第 5条第 1項、第 3項若 しくは第 5項、第 6条 又は

第 7条第 1項、第 3項若 しくは第 5項の規定が適用される場合における令和 3年改正法

附則第 8条第 4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第 22条の 4第 4

項の条例で定める職は、次に掲げる職 とする。

(1)施行 日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2)施行 日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2令和 3年改正法附則第 4条、第 5条第 1項、第 3項若 しくは第 5項、第 6条 又は第 7

条第 1項、第 3項若 しくは第 5項の規定が適用される場合における令和 3年改正法附則

第 8条第 4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第 22条の 4第 4項の



条例で定める年齢は、前項各号に掲げる職が施行 日の前 日に設置されていたものとした

場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項各号に掲

げる職 と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準 じた前項

各号に掲げる職に係る年齢 とする。

(令和 3年改正法附則第 8条第 5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員 )

第 10条 令和 3年改正法附則第 8条第 5項の条例で定める職は、次に掲げる職の うち、

当該職が基準 日 (附則第 4条から第 7条 までの規定が適用される間における各年の 4月

1日 (施行 日を除 く。)を い う。以下この条において同 じ。)の前 日に設置されていた

ものとした場合において、基準 日における新定年条例定年が基準 日の前 日における新定

年条例定年を超える職 とする。

(1)基準 日以後に新たに設置された職 (短時間勤務の職を含む。 )

(2)基準 日以後に組織の変更等により名称が変更された職 (短時間勤務の職を含む。 )

2 令和 3年改正法附則第 8条第 5項 の条例で定める者は、前項各号に掲げる職が基準 日

の前 日に設置 されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条

例定年に達 している者 とする。

3 令和 3年改正法附則第 8条第 5項 の条例で定める職員は、第 1項各号に掲げる職が基

準 日の前 日に設置されていたものとした場合において、同 日における当該職に係る新定

年条例定年に達 している職員 とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置 )

第 11条 任命権者は、基準 日 (令和 7年 4月 1日 、令和 9年 4月 1日 、令和 11年 4月

1日 及び令和 13年 4月 1日 をい う。以下この条において同 じ。)か ら基準 日の翌年の

3月 31日 までの間、基準 日における新定年条例定年相当年齢が基準 日の前 日における

新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職及びこれに相当する基準 日以後に設

置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職 (以 下この条において

「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」とい う。)に、基準 日の前日まで

に新定年条例第 12条に規定する年齢 60年以上退職者 となった者 (基準 日前から新定

年条例第 4条第 1項又は第 2項の規定により勤務 した後基準 日以後に退職をした者を

含む。)の うち基準 日の前 日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引

上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達 している者 (当 該規則で定める短

時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を 、新定年条例第 12条又は第 13条第 1

項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務

職に、定年前再任用短時間勤務職員の うち基準 日の前 日において同日における当該新定

年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達 して

いる定年前再任用短時間勤務職員 (当 該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則

で定める定年前再任用短時間勤務職員)を 、昇任 し、降任 し、又は転任することができ



に
ヽ

ない。

(令和 3年改正法附則第 2条第 3項に規定する条例で定める年齢 )

第 12条 令和 3年改正法附則第 2条第 3項に規定する条例で定める年齢は、年齢 60年

とする。

(改正後の長岡京市職員給与に関する条例における暫定再任用職員及び暫定再任用短

時間勤務職員に関する経過措置 )

第 13条 暫定再任用職員 (暫定再任用短時間勤務職員を除 く。以下この条において同

じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものと

した場合に適用される第 2条の規定による改正後の長岡京市職員給与に関する条例 (以

下この条において 「新給与条例」とい う。)第 3条 の 2に規定する給料表の定年前再任

用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額の うち、当該暫定再任用職員の属する職務の級

に応 じた額 とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再

任用短時間勤務職員 とみな して、新給与条例第 3条 の 2の規定を適用する。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員 とみ

なして、新給与条例第 4条第 9項 、第 9条 の 2第 2項 、第 15条の 4第 2項及び第 15

条の 7第 2項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、新給与条例

第 10条第 3項及び第 13条第 3項の規定を適用する。

5 新給与条例第 7条 の 2か ら第 9条 まで、第 9条の 3及 び第 15条の 8の 規定は、暫定

再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用 しない。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に

関し必要な事項は、規則で定める。

(改正後の長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用

職員に関する経過措置 )

第 14条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員 とみな して、第 4条 の規定に

よる改正後の長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第 2条の規定を適

用する。

2 第 4条 の規定による改正後の長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

第 5条から第 7条 まで、第 7条 の 3、 第 13条の 2及び第 16条の規定は、暫定再任用

職員には適用 しない。

(改正後の長岡京市職員の退職手当に関する条例における暫定再任用職員に関する経

過措置)

第 15条  暫定再任用職員に対する第 5条の規定による改正後の長岡京市職員の退職手

当に関する条例第 2条第 1項の規定の適用については、同項中「 (以下「職員」とい う。)」



とあるのは、 「 (地方公務員法の一部を改正する法律 (令和 3年 法律第 63号)附則第

4条第 1項若 しくは第 2項 、第 5条第 1項若 しくは第 3項、第 6条第 1項若 しくは第 2

項又は第 7条第 1項若 しくは第 3項の規定により採用された職員を除く。以下 「職員」

とい う。)」 とする。

(改正後の長岡京市職員の育児休業等に関する条例における暫定再任用短時間勤務職

員に関する経過措置 )

第 16条 暫定再任用短時間勤務職員は、第 7条の規定による改正後の長岡京市職員の育

児休業等に関する条例第 10条第 2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員 とみな

す。

(改正後の長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例における暫定再任用短時間勤

務職員に関する経過措置)

第 17条 暫定再任用短時間勤務職員は、第 8条 の規定による改正後の長岡京市職員の勤

務時間、体暇等に関する条例第 2条第 2項 に規定する定年前再任用短時間勤務職員 とみ

なす。

(改正後の長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例における暫定再任用

職員に関する経過措置 )

第 18条 暫定再任用職員は、第 9条 の規定による改正後の長岡京市公益的法人等への職

員の派遣等に関する条例第 2条 第 2項第 2号 に規定する定年前再任用短時間勤務職員

とみなす。

(改正後の長岡京市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例における暫定再任用

短時間勤務職員に関する経過措置)

第 19条 暫定再任用短時間勤務職員は、第 10条の規定による改正後の長岡京市人事行

政の運営等の状況の公表に関する条例第 3条 の短時間勤務の職を占める職員 とみなす。


